
 

 

第一六二回 

閣第八号 

   国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律

案 

 （国民健康保険法の一部改正） 

第一条 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の一部を次のように改正す

る。 

  第七十条第一項中「百分の四十」を「百分の三十四」に改め、同項第一号中「第七

十二条の二第一項」を「第七十二条の二の二第一項」に改め、同条第三項中「百分の

四十」を「百分の三十四」に改める。 

  第七十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（調整交付金等）」を付し、

同条第二項第一号中「控除した額の百分の十」を「控除した額（次条において「算定

対象額」という。）の百分の九」に改め、同項第二号中「次条第一項」を「第七十二

条の二の二第一項」に改める。 

  第七十二条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「四分の

一」を「四分の三」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第七十二条の二の二とし、

第七十二条の次に次の一条を加える。 

  第七十二条の二 都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政

を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整

交付金を交付する。 

 ２ 前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の百分の七に相当す

る額とする。 

  第七十四条中「、第七十二条の二第二項」を削る。 

  第七十五条中「第七十二条の二第三項」を「第七十二条の二、第七十二条の二の二

第二項」に改める。 

  第百十九条の四中「（第七十五条」を「（第七十二条の二第一項、第七十五条」に

改める。 

  附則第十二項を次のように改める。 

 12 市町村は、平成十七年度において、第七十二条の二の二第一項の規定に基づき繰

り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の

数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところ

により算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 

  附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項を削り、附則第十七項を附則第十

九項とし、附則第十六項中「附則第十四項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則

第十八項とし、附則第十三項から第十五項までを二項ずつ繰り下げ、附則第十二項の

次に次の二項を加える。 



 

 

 13 国は、平成十七年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰

入金の二分の一に相当する額を負担する。 

 14 都道府県は、平成十七年度において、政令の定めるところにより、附則第十二項

の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。 

 （児童福祉法の一部改正） 

第二条 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）の一部を次のように改正する。 

  第三十二条第二項中「保育の実施等」を「助産の実施若しくは母子保護の実施」に、

「並びに第二十三条第一項ただし書及び第二十四条第一項ただし書」を「及び第二十

三条第一項ただし書」に改め、同条に次の一項を加える。 

   市町村長は、保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の

権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教

育委員会に委任することができる。 

  第四十六条の二中「市町村長」の下に「（第三十二条第三項の規定により保育の実

施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれ

る教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会）」を加える。 

  第五十二条中「費用に」を「費用のうち、知的障害児施設、知的障害児通園施設、

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設（以下「知的障害児施設

等」という。）の設備に関するものに」に改め、「第五十条第九号及び前条第六号の

費用中、母子生活支援施設、保育所、」を削り、同条ただし書を削る。 

  第五十三条の二中「、第五十一条第一号の二」を「並びに第五十一条第一号の二」

に改め、「並びに第五十一条第五号の費用」を削る。 

  第五十四条中「費用」の下に「のうち、知的障害児施設等の設備に関するもの」を

加え、「母子生活支援施設、保育所、」を削り、同条ただし書を削る。 

  第五十五条の二中「並びに第五十一条第五号の費用」を削る。 

  第五十六条の二第一項中「都道府県は」を「都道府県及び市町村は」に改め、「整

備」の下に「（以下「新設等」という。）」を加え、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額

は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。 

  第五十六条の二第二項中「及び都道府県知事」を「、都道府県知事及び市町村長」

に改め、同条第三項中「都道府県が」の下に「知的障害児施設等について」を加える。 

  第五十六条の三中「都道府県」の下に「及び市町村」を加え、「左に」を「次に」

に改める。 

  第七十二条第一項中「児童相談所及び児童福祉施設の設備並びに児童福祉施設の職

員の養成施設」を「知的障害児施設等の設備」に改め、同条第二項中「児童福祉施設

の新設（社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置す

る児童福祉施設の新設に限る。）、修理、改造、拡張又は整備」を「知的障害児施設



 

 

等の新設等」に改める。 

 （身体障害者福祉法の一部改正） 

第三条 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）の一部を次のように改

正する。 

  第三十七条第一項第三号中「盲導犬訓練施設」を「補装具製作施設、盲導犬訓練施

設、視聴覚障害者情報提供施設」に改める。 

  第三十七条の二第一項第一号中「身体障害者福祉センター」の下に「、補装具製作

施設」を、「要する費用」の下に「並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する

費用」を加える。 

 （麻薬及び向精神薬取締法の一部改正） 

第四条 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）の一部を次のように改

正する。 

  第五十四条第三項中「及び麻薬取締員の都道府県別の定数」を削る。 

  第五十九条の二中「前条の」を「前条第三号の」に、「次に掲げるもの」を「その

四分の三」に改め、同条各号を削る。 

  第五十九条の三中「次に掲げる」を「都道府県若しくは市町村又は営利を目的とし

ない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する」に改め、同条各号を削る。 

 （売春防止法の一部改正） 

第五条 売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）の一部を次のように改正する。 

  第三十九条中「市町村又は」を削る。 

  第四十条第二項第一号中「から第四号まで」を「及び第四号」に改め、同条第三項

を削る。 

  附則第六項から第十二項までを削る。 

 （老人福祉法の一部改正） 

第六条 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）の一部を次のように改正する。 

  第二十一条の見出し中「市町村」を「費用」に改め、同条中第三号を削り、第二号

の二を第三号とする。 

  第二十一条の二中「第二号の二」を「第三号」に改める。 

  第二十二条及び第二十三条を次のように改める。 

 第二十二条及び第二十三条 削除 

  第二十四条の見出し中「負担及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項

とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 

  第二十六条の見出し中「負担及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項

とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 

  附則第八条第一項を削り、同条第二項中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二

項」に、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の



 

 

活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号。

以下「社会資本整備特別措置法」という。）」に改め、同項を同条第一項とし、同条

第三項中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に改め、同項を同条第二項と

し、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同

項を同条第四項とし、同条第六項中「から第四項まで」を「から第三項まで」に改め、

同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「第二項から第四項まで」

を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「から第

四項まで」を「から第三項まで」に、「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」

に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第七項とする。 

 （母子保健法の一部改正） 

第七条 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の一部を次のように改正する。 

  第二十一条の二を次のように改める。 

 第二十一条の二 削除 

  第二十一条の三中「第二十一条第一項の規定により市町村が支弁する費用について

はその三分の一を、同条第二項」を「第二十一条第二項」に、「その二分の一」を「、

その二分の一」に改める。 

 （民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法

律の一部改正） 

第八条 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関す

る法律（平成元年法律第六十四号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

 目次 

  第一章 総則（第一条・第二条） 

  第二章 公的介護施設等の整備（第三条―第十一条） 

  第三章 特定民間施設の整備（第十二条―第二十二条） 

  第四章 雑則（第二十三条） 

  第五章 罰則（第二十四条） 

  附則 

    第一章 総則 

  第一条を次のように改める。 

  （目的） 

 第一条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需

要が増大していることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、地域にお

いて介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等を促進す



 

 

る措置を講じ、もって老人をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、

あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の

形成に資することを目的とする。 

  第二条中「老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十二条に規定する保健事業、

老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に基づく福祉サービス及び介護保険法

（平成九年法律第百二十三号）第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス

（以下「公的保健福祉サービス」という。）」を「介護給付等対象サービス等」に改

め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。 

   この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法（平成九年法

律第百二十三号）第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス、老人保健

法（昭和五十七年法律第八十号）第十二条に規定する保健事業及び老人福祉法（昭

和三十八年法律第百三十三号）に基づく福祉サービスをいう。 

 ２ この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービ

ス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定める

もの（次項に規定する特定民間施設を除く。）をいう。 

  第十七条の見出しを削り、同条第一項中「第九条」を「第十八条」に改め、同条を

第二十四条とし、同条の前に次の章名を付する。 

    第五章 罰則 

  第十六条の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に次の章名を付する。 

    第四章 雑則 

  第十五条第一項中「老人福祉法第二十条の六に規定する」及び「（昭和二十六年法

律第四十五号）」を削り、同条を第二十二条とし、第十四条を第二十一条とする。 

  第十二条及び第十三条を削る。 

  第十一条第二項中「第七条」を「第十六条」に改め、同条を第二十条とし、第十条

を第十九条とし、第九条を第十八条とする。 

  第八条第一項中「第四条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第

四条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条を第十七条とし、第七条を第十六条

とする。 

  第六条第一項中「地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）」を「指定都市」に改め、同条を

第十五条とし、第五条を第十四条とする。 

  第四条第二項第三号中「（特別区を含む。以下同じ。）」を削り、同項第七号中

「公的保健福祉サービス」を「介護給付等対象サービス等」に改め、同条を第十三条

とする。 

  第三条第二項第七号中「公的保健福祉サービス」を「介護給付等対象サービス等」

に改め、同条を第十二条とし、同条の前に次の章名を付する。 



 

 

    第三章 特定民間施設の整備 

  第二条の次に次の一章を加える。 

    第二章 公的介護施設等の整備 

  （整備基本方針） 

 第三条 厚生労働大臣は、公的介護施設等の整備に関する基本方針（以下「整備基本

方針」という。）を定めなければならない。 

 ２ 整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

  一 公的介護施設等の整備の目標に関する事項 

  二 次条第一項に規定する市町村整備計画及び第六条第一項に規定する施設生活環

境改善計画の作成に関する基本的な事項 

  三 その他厚生労働省令で定める事項 

 ３ 厚生労働大臣は、整備基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

  （市町村整備計画） 

 第四条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、整備基本方針に基づき、当該市町

村における公的介護施設等の整備に関する計画（以下「市町村整備計画」とい

う。）を作成することができる。 

 ２ 市町村整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一 日常生活圏域（市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理

的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、公的介護施設等の整備の状況その

他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。）ごとの当該区域に

おける公的介護施設等の整備に関する目標及び計画期間 

  二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる施設に関する事項 

   イ 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される

施設であって日常生活圏域において整備する必要があるものとして厚生労働省

令で定めるもの 

   ロ 次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設（以下「老人福祉

施設」という。）であって日常生活圏域において整備する必要があるものとし

て厚生労働省令で定めるもの 

    （１） 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム（以下「特別

養護老人ホーム」という。） 

    （２） 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム（以下「軽費老人

ホーム」という。） 

   ハ その他日常生活圏域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で

定める施設 

  三 その他厚生労働省令で定める事項 



 

 

 ３ 市町村整備計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業

計画と調和が保たれたものでなければならない。 

 ４ 市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表するとともに、次条第一項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大

臣に提出する場合を除き、都道府県にその写しを送付しなければならない。 

  （市町村への交付金の交付等） 

 第五条 市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務（以

下「事業等」という。）の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当

該市町村の属する都道府県の知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら

ない。 

 ２ 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業

等の実施に要する経費に充てるため、公的介護施設等の整備の状況その他の事項を

勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付する

ことができる。 

 ３ 前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働

省令で定める。 

  （施設生活環境改善計画） 

 第六条 都道府県は、整備基本方針に基づき、当該都道府県における公的介護施設等

における生活環境の改善を行うための計画（以下「施設生活環境改善計画」とい

う。）を作成することができる。 

 ２ 施設生活環境改善計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一 公的介護施設等における生活環境の改善に関する目標 

  二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる施設に関する事項 

   イ 次に掲げる老人福祉施設であって当該老人福祉施設における生活環境を改善

する必要があるものとして厚生労働省令で定めるもの 

    （１） 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム 

    （２） 特別養護老人ホーム 

    （３） 軽費老人ホーム 

   ロ その他施設における生活環境を改善する必要があるものとして厚生労働省令

で定める施設 

  三 その他厚生労働省令で定める事項 

 ３ 施設生活環境改善計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老

人福祉計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援

計画と調和が保たれたものでなければならない。 

 ４ 都道府県は、施設生活環境改善計画を作成し、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該施設生活環境改善計画に記載された施設に係る市町村（次項



 

 

において「関係市町村」という。）の意見を聴かなければならない。 

 ５ 都道府県は、施設生活環境改善計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表するとともに、関係市町村にその写しを送付しなければならない。 

  （都道府県への交付金の交付等） 

 第七条 都道府県は、次項の交付金を充てて施設生活環境改善計画に基づく事業等の

実施をしようとするときは、当該施設生活環境改善計画を厚生労働大臣に提出しな

ければならない。 

 ２ 国は、都道府県に対し、前項の規定により提出された施設生活環境改善計画に基

づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的介護施設等の整備の状況その他

の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を

交付することができる。 

 ３ 前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働

省令で定める。 

  （老人福祉法等の特例） 

 第八条 第五条第二項又は前条第二項の規定による交付金を充てて整備する老人福祉

法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、同法第二十六条第二

項の規定に基づく国の補助は、同項の規定にかかわらず、行わないものとする。 

 第九条 市町村整備計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる施設（以下この項

及び次条において「市町村整備施設」という。）に係る施設を設置する者（以下

「施設設置者」という。）が、当該市町村整備施設につき老人福祉法第十四条若し

くは第十五条第二項若しくは第三項又は社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）第六十二条第一項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞ

れ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、そ

の旨を当該市町村整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもっ

て足りる。 

 ２ 施設生活環境改善計画に掲載された第六条第二項第二号に掲げる施設（以下この

項において「都道府県整備施設」という。）に係る施設設置者又は施設において介

護給付等対象サービス等を提供している者が、当該都道府県整備施設につき老人福

祉法第十四条若しくは第十五条第二項若しくは第三項又は社会福祉法第六十二条第

一項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかか

わらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府

県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。 

 第十条 施設設置者は、前条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出を、

当該施設設置者に係る市町村整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してする

ことができる。 

  （大都市等の特例） 



 

 

 第十一条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるもの

は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中

核市（以下「中核市」という。）においては、政令で定めるところにより、指定都

市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合に

おいては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、

指定都市等に適用があるものとする。 

 （次世代育成支援対策推進法の一部改正） 

第九条 次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の一部を次のように

改正する。 

  第十一条の見出しを「（市町村及び都道府県に対する交付金の交付等）」に改め、

同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 

   国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定め

られた措置の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、

予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

 （国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十条 国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第一条第四号中「第十三条第四項」を「第十三条第五項」に改める。 

  附則第十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 

 ４ 国庫は、平成十七年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付

に要する費用の一部に充てるため、前項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第

二項及び第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の国民年金

法第八十五条第一項各号に掲げる額及び昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各

号（第一号、第六号及び第九号を除く。）に掲げる額（同項第四号に規定する者に

係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除

して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要

する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。）のほか、二

百四十七億五千九十六万六千円を負担する。 

  附則第三十二条に次の一項を加える。 

 ４ 国庫は、平成十七年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第

九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前

項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十

条第一項に規定する額のほか、八百二十一億六千三十五万五千円を負担する。 

  附則第五十六条の表平成十七年度及び平成十八年度（附則第一条第四号に掲げる規

定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。）の項中 



 

 

「 第四条第一項 附則第三十四条第二項及

び第三項 

附則第三十四条第二項及び第三

項並びに平成十六年国民年金等

改正法附則第十三条第三項 

 

 第十六条第二

項第一号 

附則第三十四条第二項及

び第三項 

附則第三十四条第二項及び第三

項並びに平成十六年国民年金等

改正法附則第十三条第三項 」

 を 

「 第四条第一項 附則第三十四条第二項及

び第三項において読み替

えて適用する法第八十五

条第一項並びに昭和六十

年法律第三十四号附則第

三十四条第一項（第九号

を除く。） 

附則第三十四条第二項及び第三

項並びに平成十六年国民年金等

改正法附則第十三条第三項にお

いて読み替えて適用する法第八

十五条第一項、昭和六十年法律

第三十四号附則第三十四条第一

項（第九号を除く。）並びに平

成十六年国民年金等改正法附則

第十三条第四項 

 

 第十六条第二

項第一号 

繰り入れた金額 繰り入れた金額（平成十六年国

民年金等改正法附則第十三条第

四項の規定により繰り入れた金

額を除く。） 

 

  附則第三十四条第二項及

び第三項 

附則第三十四条第二項及び第三

項並びに平成十六年国民年金等

改正法附則第十三条第三項 」

 に改め、同表平成十八年度（附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以

後の期間に限る。）から特定年度の前年度までの各年度の項中「附則第十三条第四

項」を「附則第十三条第五項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

 （国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法（以下「新国保法」という。）の

規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以

後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養

費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十七年度以後の老人保健法

（昭和五十七年法律第八十号）の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平

成十七年度以後の介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による納付金の納

付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成十七年三

月一日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事

療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費

の支給に要する費用並びに平成十六年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金

の納付に要する費用及び平成十六年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に



 

 

要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。 

第三条 平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特

別区（以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。）に対して負担する額に

ついては、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、

第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額

とする。 

 一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から新国保法附則第十二項の規定によ

る繰入金の二分の一に相当する額を控除した額 

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金（老人保

健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。）の額の

百分の三十六に相当する額 

  ロ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金（老

人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。）の

額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費

拠出金調整金額（同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額をいう。以

下同じ。）との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額

に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療

費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額 

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費

拠出金相当額（老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠

出金相当額に退職被保険者等加入割合（新国保法第七十条第一項第二号に規定す

る退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。）を乗じて得た額をいう。以下同

じ。）の百分の三十六に相当する額 

  ロ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額（老人保健法第五十六条第三項に規定する負

担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をい

う。以下同じ。）を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える

額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した

額 

  ハ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満た

ない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に

相当する額を加算した額 



 

 

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金（介

護保険法第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。）の

額の百分の三十六に相当する額 

  ロ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納

付金（介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同

じ。）の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係

る介護給付費納付金調整金額（同法第百五十一条第二項の規定の例により算定し

た額をいう。以下同じ。）との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納

付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に

係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した

額 

２ 一部負担金軽減市町村等（国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担

金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部につ

いて、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村

をいう。以下同じ。）に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額

は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の

負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲

げる額に相当する額とする。 

３ 平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につ

き国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新

国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額について

は、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康

保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号。以下「一部改正法」と

いう。）附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三

十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定に

より読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改

正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。 

４ 平成十七年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額に

ついては、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三

号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五

号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額

から、新国保法附則第十八項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の

三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。 

 一 第一項第一号に掲げる額（第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規



 

 

定を適用して算定した額。次項において同じ。）の百分の九に相当する額 

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金の額の百

分の九に相当する額 

  ロ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額

を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠

出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額

に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療

費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額 

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費

拠出金相当額の百分の九に相当する額 

  ロ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超え

る額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当す

る額を控除した額 

  ハ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満た

ない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相

当する額を加算した額 

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額

の百分の九に相当する額 

  ロ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納

付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る

介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納

付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に

係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額 

 五 平成十五年度の基準超過費用額（新国保法第七十条第三項に規定する基準超過費

用額をいう。以下同じ。）の百分の九に相当する額 

 六 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第十二

項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額 

５ 平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交

付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十



 

 

七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金

相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額

の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する

額とする。 

第四条 平成十八年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対し

て負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十

四に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に

掲げる額の合算額とする。 

 一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額 

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百

分の三十四に相当する額 

  ロ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額

を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠

出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額

に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療

費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額 

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費

拠出金相当額の百分の三十四に相当する額 

  ロ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超え

る額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当

する額を控除した額 

  ハ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満た

ない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に

相当する額を加算した額 

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算介護給付費納付金の額

の百分の三十四に相当する額 

  ロ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納

付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る

介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納



 

 

付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に

係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した

額 

２ 前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について

準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一

項第一号」とする。 

３ 平成十八年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十六年度につ

き国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新

国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額について

は、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康

保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号。以下「一部改正法」と

いう。）附則第四条第一項及び同条第二項において準用する附則第三条第二項」と、

同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替

えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第

四条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。 

４ 平成十八年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額に

ついては、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三

号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五

号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額

とする。 

 一 第一項第一号に掲げる額（第二項において準用する前条第二項の規定の適用があ

る場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。）の百

分の九に相当する額 

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百

分の九に相当する額 

  ロ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額

を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠

出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額

に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療

費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額 

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費

拠出金相当額の百分の九に相当する額 

  ロ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職



 

 

被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超え

る額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当す

る額を控除した額 

  ハ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満た

ない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相

当する額を加算した額 

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算介護給付費納付金の額

の百分の九に相当する額 

  ロ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納

付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る

介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納

付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に

係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額 

 五 平成十六年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額 

 六 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当

する額 

５ 平成十八年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交

付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十

八年度の概算医療費拠出金の額から平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金

相当額を控除した額及び平成十八年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額

の総額から平成十六年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する

額とする。 

第五条 前条第一項の規定は、平成十九年度における新国保法第七十条第一項の規定に

より国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一

項中「平成十八年度の」とあるのは「平成十九年度の」と、「平成十六年度」とある

のは「平成十七年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替える

ものとする。 

２ 附則第三条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用す

る前条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三条第二項

中「同項第一号」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する次条第一項第一

号」とする。 

３ 平成十九年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十七年度につ

き国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新



 

 

国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額について

は、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康

保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号。以下「一部改正法」と

いう。）附則第五条第一項において準用する附則第四条第一項及び一部改正法附則第

五条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるの

は「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項

中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替

えられた第三項第二号イ」とする。 

４ 平成十九年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交

付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げ

る額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総

額から、第五号に掲げる額の総額を控除した額とする。 

 一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額（第二項において準用する附則第三条

第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額）の

百分の七に相当する額 

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算医療費拠出金の額の百

分の七に相当する額 

  ロ 平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額

を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠

出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額

に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療

費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額 

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の退職被保険者等概算医療費

拠出金相当額の百分の七に相当する額 

  ロ 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超え

る額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当す

る額を控除した額 

  ハ 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職

被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満た

ない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相

当する額を加算した額 

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 



 

 

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算介護給付費納付金の額

の百分の七に相当する額 

  ロ 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納

付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る

介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額 

  ハ 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納

付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に

係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額 

 五 平成十七年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額 

 （児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の規定（第一条を除く。）による改正後の規定は、平成十七年度以降

の年度の予算に係る国又は都道府県の負担（平成十六年度以前の年度における事務又

は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除

く。）について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により

平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の

例による。 

第七条 第二条の規定による改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第

七十二条第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し

付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金

についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各

項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を

改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号）第二条の規定による改正前の児童福祉法

（以下「旧児童福祉法」という。）第七十二条第一項及び第二項」と、同条第七項中

「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」

と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「第

五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあ

るのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、「第五十六条の二第三項」とあるのは

「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項ま

で」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、「前三項」とある

のは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。 

第八条 この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法（以下

「旧売春防止法」という。）附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについて

は、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なお

その効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中「前二項」とある

のは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法

律（平成十七年法律第▼▼▼号）第五条の規定による改正前の売春防止法（以下「旧



 

 

売春防止法」という。）附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中「附

則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春

防止法附則第十項中「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売

春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、

「第四十条第二項又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三

項」と、旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは「旧売春

防止法附則第六項又は第七項」とする。 

第九条 この法律の施行前に行われた第六条の規定による改正前の老人福祉法（以下

「旧老人福祉法」という。）附則第八条第一項の規定による国の貸付けについては、

同条第七項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合におい

て、同項中「、第一項」とあるのは「、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民

健康保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号）第六条の規定によ

る改正前の老人福祉法（以下「旧老人福祉法」という。）附則第八条第一項」と、

「第二十六条第一項」とあるのは「旧老人福祉法第二十六条第一項」とする。 

２ 第六条の規定による改正後の老人福祉法（以下「新老人福祉法」という。）附則第

八条第四項、第五項及び第七項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧老人

福祉法附則第八条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新老人

福祉法附則第八条第四項中「前三項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等

に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号。以下

「一部改正法」という。）第六条の規定による改正前の老人福祉法（以下「旧老人福

祉法」という。）附則第八条第一項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」と

あるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、同条第七項中「第一項から第三項ま

で」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改

正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧老人福祉法

附則第八条第七項」とする。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

 （地方自治法の一部改正） 

第十一条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の項中「（第七十五

条」を「（第七十二条の二第一項、第七十五条」に改める。 

 （地方財政法の一部改正） 

第十二条 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）の一部を次のように改正する。 

  第十条第八号中「麻薬取締員並びに」を削り、同条第十二号中「、老人の養護委託

及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム」を削り、同条第十四号中



 

 

「妊産婦及び乳幼児の健康診査、」を削る。 

 （国有財産特別措置法の一部改正） 

第十三条 国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）の一部を次のように

改正する。 

  第三条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第二項」に改める。 

 （離島振興法の一部改正） 

第十四条 離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）の一部を次のように改正する。 

  第七条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第

三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項

中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項

を加える。 

２ 国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てる

ため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当

該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することと

なる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。 

  附則第三項及び第六項中「第七条第五項」を「第七条第六項」に改める。 

  別表（六）中「第五十条第九号及び第五十一条第五号に規定する費用」を「第三十

九条第一項に規定する保育所」に改める。 

 （奄美群島振興開発特別措置法の一部改正） 

第十五条 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）の一部を次

のように改正する。 

  第六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第三項」を

加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改

め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるもの

に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で

定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が

負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するもの

とする。 

  附則第三項中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に、「から第四項まで」を

「から第五項まで」に改める。 

 （首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置

に関する法律の一部改正） 

第十六条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特

別措置に関する法律（昭和四十一年法律第百十四号）の一部を次のように改正する。 

  第四条中「若しくは補助金」を「、補助金若しくは交付金」に改める。 



 

 

  第五条の次に次の一条を加える。 

 第五条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する

場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用

したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付

金の額を算定するものとする。 

  第六条第二項及び第三項中「前条」を「第五条」に改める。 

 （明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一

部改正） 

第十七条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置

法（昭和五十五年法律第六十号）の一部を次のように改正する。 

  第五条第一項中「又は補助金の交付」を「、補助金又は交付金の交付」に、「、又

は補助するために」を「、若しくは補助し、又は交付金を交付するために」に、「を

国が負担し、又は補助する」を「について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金

を交付する」に改め、同条の次に次の一条を加える。 

 第五条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する

場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用

したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付

金の額を算定するものとする。 

  第七条中「前二条」を「前三条」に改める。 

 （北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正） 

第十八条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和五十七年

法律第八十五号）の一部を次のように改正する。 

  第七条中「又は補助金の交付」を「、補助金又は交付金の交付」に、「、又は補助

するために」を「、若しくは補助し、又は交付金を交付するために」に、「を国が負

担し、又は補助する」を「について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付

する」に改め、「この条において」を削り、同条の次に次の一条を加える。 

 第七条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する

場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用し

たとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の

額を算定するものとする。 

  第九条中「前二条」を「前三条」に改める。 

 （地価税法の一部改正） 

第十九条 地価税法（平成三年法律第六十九号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第六号中「若しくは民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的

施設の整備の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条（定義）に規定す

る特定民間施設」を削る。 



 

 

 （地震防災対策特別措置法の一部改正） 

第二十条 地震防災対策特別措置法（平成七年法律第百十一号）の一部を次のように改

正する。 

  第四条第一項中「（当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限

る」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。 

 ３ 国は、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一

に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合におい

ては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとす

るならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を

算定するものとする。 

  附則第二項中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に改める。 

 （過疎地域自立促進特別措置法の一部改正） 

第二十一条 過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第十条に次の一項を加える。 

 ２ 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に

充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところに

より、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助

することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。 

 （構造改革特別区域法の一部改正） 

第二十二条 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）の一部を次のように

改正する。 

  第二条第四項中「、第十六条第一項」を削る。 

  第十六条を次のように改める。 

 第十六条 削除 

  別表第六号中「保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業」を「削除」に改

める。 

 （奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する

法律の一部改正） 

第二十三条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を

改正する法律（平成十六年法律第十一号）の一部を次のように改正する。 

  附則第二条中「から第四項まで」を「、第二項、第四項及び第五項」に改める。 

 （国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第二十四条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第八条第三項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改め、同



 

 

条に次の一項を加える。 

 ４ 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病

院機構又は日本郵政公社は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二

項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読

み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額の

ほか、国にあっては二十一億八千四百三十八万二千円を、独立行政法人造幣局にあ

っては三百四十一万四千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては千五百七万四千

円を、独立行政法人国立病院機構にあっては一億千七百二十五万二千円を、日本郵

政公社にあっては七億八百五十四万二千円を、それぞれ負担する。 

 （私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第二十五条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十

一号）の一部を次のように改正する。 

  附則第二条第二項中「第九十四条の二第一項」を「第九十四条の二第二項」に改め、

同条第三項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改め、同条に次の

一項を加える。 

 ４ 国は、平成十七年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十

四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規

定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学

校振興・共済事業団に対し、十億二千八百六十八万円を補助する。 

 （地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第二十六条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三

十二号）の一部を次のように改正する。 

  附則第八条第三項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改め、同

条に次の一項を加える。 

 ４ 地方公共団体は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定

により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えら

れた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、八

十二億二百三十万七千円を負担する。 



 

 

     理 由 

 平成十七年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の

整理及び合理化等に伴い、国民健康保険における国庫負担率の見直し、基礎年金の国庫

負担の引上げ等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正） 


